
稲敷東部台都市計画地区計画の決定（稲敷市決定） 

 

都市計画犬塚地区地区計画を次のように決定する。                  （稲敷市） 

名     称 犬塚地区地区計画 

位     置 

茨城県稲敷市大字犬塚字天神脇の全部 

字稲荷脇、字木戸、字天神、字原平、字かちや 

の各一部 

面     積 約 6.0ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の目標 

本地区は、稲敷市の北部に位置し、稲敷市庁舎の整備に伴い平成 26

年度に地区計画が決定された「新庁舎周辺地区」に隣接する地区であ

る。本市の最上位計画である第２次稲敷市総合計画においては、地域拠

点（複合拠点）の一つである「新庁舎周辺」地区、都市計画マスタープ

ランにおいては、「新江戸崎行政拠点地区」として位置づけられ、本市

の中心的な役割を担うことが期待されている。 

現在、「新庁舎周辺地区」においては、新庁舎にコミュニティバスの

停留所が設置され、市民の生活利便性が確保されるとともに、新庁舎周

辺の幹線道路沿道においては、地区計画や開発許可制度による沿道型

の商業施設の立地が進んでいる。 

本市においては、公共交通が脆弱なため、今後、高齢者をはじめとす

る交通弱者が生活利便施設にアクセスできる場所は限定されることか

ら、前述のような新庁舎周辺における市民生活の利便性を確保するた

めの機能の集積を図り、公共交通を維持することが求められる。 

本地区計画では、このような状況を考慮し、新庁舎周辺と連携しなが

ら、生活利便施設の集積や幹線道路沿道における既存施設の維持活性

のため、適正な土地利用の誘導を図ることを目的とする。 

土地利用の方針 

 「新庁舎周辺地区」地区計画との整合性を考慮しながら、新たな商業

や生活サービス機能等の導入に向け、商業施設及び生活利便施設とし

てニーズの高い関連施設の導入を図る。 

地区施設の 

整備の方針 

広域農道や県道稲敷阿見線からのアクセスを基本に、商業施設の立

地に伴う発生交通量や、歩行者を円滑に処理する補助道路を配置する。 

なお、補助幹線道路には両側に歩道を設置する。 

建築物等の 

整備の方針 

幹線道路における既存施設の維持活性や機能集積を誘導するため、

建築物等の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度

及びかき又はさくの構造の制限を定める。 

  



 

地 

区 

整 

備 

計 

画 

地区施設の配置及び規模 

名 称 幅 員 延 長 備 考 

補助幹線道路１号 

補助幹線道路２号 

区画道路１号 

 

区画道路２号 

１３ｍ 

１３ｍ 

６ｍ 

 

６ｍ 

約 315ｍ 

約 180ｍ 

約 405ｍ 

 

約 140ｍ 

県道稲敷阿見線 

県道稲敷阿見線 

市道(江)1231 号線 

市道(江)1232 号線 

市道(江)1 級 13 号線 

建 

築 

物 

等 

に 
関 

す 

る 

事 

項 

建築物等の 

用途の制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

 

１．建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号、以下「法」という）別

表第二（に）項に掲げる建築物（店舗、飲食店その他これらに

類する用途に供するもののうち建築基準法施行令（昭和 25 年

政令第 338 号、以下「令」という）第 130 条の 5 の 3 で定める

ものでその用途に供する部分の床面積の合計が 10,000 ㎡以内

かつ２階以下のものを除く。） 

壁面の位置の制限 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線、地区施設

の道路に掲げる幅員の計画線もしくは隣地境界線までの距離は、１ｍ

以上でなくてはならない。 

 ただし、次に揚げるものはこの限りでない。 

  １．外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下の

もの 

  ２．物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが 2.3ｍ以下

で、かつ、床面積の合計が５㎡以内のもの 

建築物等の高さの 

最高限度 

原則 10ｍとする。 

ただし、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の

日影規制（建築基準法別表第４第１項（は）欄、（に）欄(１)）に適

合する場合においては 20ｍとする。 

かき又はさくの 

構造の制限 

道路及び隣地境界に面するかき又はさくの構造は、次の各号に掲げ

るものとする。ただし、門柱及び防音が必要な設備機器の周辺部分に

ついては、この限りでない。 

１．生垣 

２．地盤面からの高さ 1.5ｍ以下の鉄さく、金網等の透視可能な

フェンス。ただし、基礎の高さは宅地地盤面から 0.6ｍ以下

とする。また、透視可能な面積は、基礎部分を除いた面積の

50％以上とする。 



 

「区域及び地区施設の配置は、計画図表示のとおり」 

理由：幹線道路沿道における既存施設の維持活性や機能集積のため、適正な土地利用の誘導を図る

ことを目的として、本地区計画を決定する。 

適用の除外 

１．本地区計画に係る都市計画決定の際、現存する建築物等で、本地

区計画に適合しない部分については、当該建築物及びその部分を継

続して使用する場合は適用を除外する。 

２．建築物等の用途の制限にかかわらず、本地区計画の決定以前から

立地している建築物等については、建築基準法施行令第 137 条の７

に準じた増築及び改築を可能とする。 

３．本地区計画に係る都市計画決定の際、建築基準法及び都市計画法

の規定に違反している建築物に対しては、前各項は適用しない。 

４．建築物等に関する事項に関して、市長が周辺の環境を害する恐れ

がないと認め又は公益上やむをえないと認めたものについては、適

用を除外する。 


